
No 質問箇所 質問事項 回答

1 積算基準について
本業務の予定価格算出にあたり使用されている積算基準は、令和５年度版でしょうか。あるい
は、令和４年度版を使用されておりますか。ご教授願います。

令和５年度版の積算基準を適用しております。

2 単価採用月について
本業務の予定価格算出にあたり、使用されている単価の適用月は令和５年６月のものでよろしい
でしょうか。異なる場合は単価の採用月についてご教授願います。

令和５年７月の単価を適用しております。

3
市場単価・労務単価の適用地域につい
て

市場単価・労務単価の適用地域は群馬県を見込んでおられますか。異なる場合は適用地域につい
てご教授願います。

群馬県の単価を適用しております。

4 高速料金について
機械等運搬、交通費・日当・宿泊費について、高速料金については見込んでいると考えてよろし
いでしょうか。見込んでいる場合、高崎ICの現場は前橋IC～高崎IC、赤城高原SAの現場は前橋IC
～昭和ICと設定し、いずれも普通車の往復料金と考えてよろしいでしょうか。

特記仕様書1-9　作業用車両搬入に関する事項に記載の通りです。起点、終点と
なるICについては貴社の作業計画に基づき計画願います。

5
特記仕様書　2-5　室内土質試験
について

土粒子の密度試験、土の含水比試験について、特記仕様書の摘要欄には１シリーズ５ケとの記載
がございますが、調査等積算基準（令和４年度版）の土粒子の密度試験、土の含水比試験の項
目、市場単価（建設物価・積算資料）の規格仕様では、１シリーズ３ケと定められています。本
業務の予定価格算出にあたっては、１シリーズ３ケの市場単価を３で除し、１ケ当りの価格を算
出したのち、５を乗じた額を１シリーズ当りの単価として採用されているのでしょうか。異なる
場合は、単価の準用元、算出方法についてご教授願います。

調査等積算基準に基づきより計上します。なお、１シリーズあたり５ケと記載し
ているところを３ケと修正します。
上記については設計図書を訂正いたします。

6
特記仕様書　2-5　室内土質試験
について

粒度試験（ふるい～沈降分析）について、特記仕様書の摘要欄には１シリーズ５ケとの記載がご
ざいますが、調査等積算基準（令和４年度版）の粒度試験（ふるい～沈降分析）の項目、市場単
価（建設物価・積算資料）の規格仕様では、１シリーズ１ケと定められています。本業務の予定
価格算出にあたっては、１シリーズ１ケの市場単価に５を乗じた額を１シリーズ当りの単価とし
て採用されているのでしょうか。異なる場合は、単価の準用元、算出方法についてご教授願いま
す。

調査等積算基準に基づきより計上します。なお、１シリーズあたり５ケと記載し
ているところを１ケと修正します。
上記については設計図書を訂正いたします。

7
特記仕様書　2-5　室内土質試験
について

土の一軸圧縮試験（粘性土）について、特記仕様書の摘要欄には１シリーズ５ケとの記載がござ
いますが、調査等積算基準（令和４年度版）の土の一軸圧縮試験（粘性土）の項目、市場単価
（建設物価・積算資料）の規格仕様では、１シリーズ２ケと定められています。本業務の予定価
格算出にあたっては、１シリーズ２ケの市場単価を２で除し、１ケ当りの価格を算出したのち、
５を乗じた額を１シリーズ当りの単価として採用されているのでしょうか。異なる場合は、単価
の準用元、算出方法についてご教授願います。

調査等積算基準に基づきより計上します。なお、１シリーズあたり５ケと記載し
ているところを２ケと修正します。
上記については設計図書を訂正いたします。

8

特記仕様書　2-1　調査ボーリング
について 2-1-1　調査概要と仕様の記載として、「給水に要する費用については、関連する単価表の項目

に
含むものとし、別途支払いは行わないものとする。」とありますが、各孔水源が存在する水源ま
での距離が２０m未満と見込んでよろしいでしょうか。

その通りです。

9

特記仕様書　2-1　調査ボーリング
について 2-1-1　調査概要と仕様の記載として、「本業務においては、地形地質踏査結果より調査実施位

置を精査し、調査ボーリング箇所数の見直しが必要であると判断された場合は、別途監督員と協
議するものとする。」とありますが、本業務の金抜設計書においては地形地質踏査の項目が見込
まれておりません。地形地質踏査は別途発注業務で実施するとの解釈でよろしいでしょうか。
また、本業務に追加して実施する場合は、費用については監督員と協議の上変更の対象となりま
すでしょうか。

地形地質踏査の実施は本業務に含みません。
ボーリング箇所数の変更が生じる場合には特記仕様書2-1-1の通りとします。

10

機械等運搬について
金抜設計書内の項目「機械等運搬」には現場内小運搬は含まれず、積算基準3-36に記載の(a)
ボーリング機械運搬費,(b)試験・計測機器運搬,(C)試料等運搬の費用を含んでいるとの認識で間
違いないでしょうか。異なる場合は機械等運搬に含まれる費用の内訳についてご教授願います。

その通りです。

11

現場への移動距離、作業日数について

機械等運搬、交通費・日当・宿泊費の項目では、高崎IC、赤城高原SAの現場ごとにそれぞれの移
動距離、作業日数を算出し計上されておりますか。

貴社調査計画に基づき必要な費用を計上願います。

質問に対する回答書

件名）関越自動車道　高崎管内地質調査業務



12

特記仕様書　2-6　解析業務　について

「調査ボーリング等結果を踏まえての解析業務項目に、液状化の検討を含むものとする。」との
記載ですが、金抜設計書「調査ボーリング解析」の費用に液状化の検討も含まれるとの解釈でよ
ろしいでしょうか。異なる場合は、液状化の検討に係る費用について、見込んでいる歩掛及び単
価をご教授いただけないでしょうか。

その通りです。


